
令和2年3月27日

立国名関機

所属研究機関長　職

TTT丁目1I

I上土霊己と；こJ

厚生労働大臣　殿

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

＿＿旦杢国立遊遵全量畦壁
（所属塾昼÷題名L＿盤塑塑＿一一一一一＿－一一一一一一

ヨシナリ トモヤ

4 ． 倫 理 審 査 の 状 況　　　　　　　　　　　　　　　　 一　 端 、 A の み 記 入 （※1）

該 当性 の 有 無

有 無

左 記 で 該 当が あ る場 ロ　　 ロ

審 査 済 み　　 審 査 した 機 関 末審 査 （※2）　口

ヒ トゲ ノム ・遺 伝 子 解 析 研 究 に 関す る倫 理 指 針

遺 伝 子治 療 等 臨 床 研 究 に 関 す る指 針

人 を対 象 とす る医 学 系研 究 に 関す る倫 理 指 針 （※3）

厚 生 労働 省 の 所 管 す る実 施 機 関 にお け る動 物 実 験

一関 す る基 本 指 針

口 の

ロ 田

口 函

口

ロ
i口

ロ
ロ

□　　 函 □
ロ

等 の 実施 に　 日

詰 嘉 「 る倫 理 指 針 が あれ ば記 入 す る こ ； ロ 琢 　 ロ

メ 理委員会

　　　　 ロ

の審査が済 んでいる場合 は 「審査済み」にチェ ソ
（※ l） 当該研究者が 当該研 究 を実施す るに 当た り遵守すべ き倫理指針 に関す 紛 理委員会

ク し一部若 しくは全部の審査が完了 していない場合 は 「末審査」ぽ ェックす るこ とo
その他（特記事項）

毒液「乗春蚕≡蕩合高：‾言方理由を記載することo
（※3）廃止前0）「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に鞭する場合は、当該項目に記入すること。

、働分野の研究活動にお ける不正行為への対応について

5 ．厚生労

研究倫理教育の受講状況

受講 の　 未受講 ロ

i　　　　 怨；

6 ． 利 益 日 昌

当研 究機 関 に お け る C O I の 管 理 に 関 す る規 定 の 策 定

当研 究機 関 に お け る C O I 委 員 会 設 置 の 有 無

当研 究 に係 る C O I に つ い て の 報 告 ・審 査 の 有 無

当研 究 に 係 る C O I に つ い て の 指 導 ・管 理 の 有 無

有 田 無 口 （無 の場合 はその理 由：　　　　　　　　 ）

有 田 無 口 （無の場合 は委託先機関 ：　　　　　　　 ）

有 田 無 口 （無の場合 はそ の理 由 ：　　　　　　　　 ）

有 口 無 題 （有 の場合 はその内容 ‥　　　　　　　　 ）

（留意事項 ） ・該 当す る口にチ ェ ックを入れ るこ と〇　・分担研究者 の所属す る機 関の長 も作成 す ること。
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機関名

所属研究機関長　職

氏

学大立国

弘

長

　

野

学
　
大

名

　

名

馨墨蓮襲撃酸殿

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び禾

ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究署名

＿＿旦杢国垣透通全量追塗坦主狂喜麹互ビ董重要会堂墜型韮盟主班嚢

（所属都塵」塑盆＿＿選挙逝蓮墜＿＿塑観望会睡蓮旺L塾援一一一一一

渋谷 淳 （シ ブタニ マコト）

4 ． 倫 理 審 査 の 状 況　　　　　　　　　　　　　　　　 三 ・、三をゝ坪が あ る場 合 の み 記 入 （※I）

該 当性 の 有無

有 無

H S

口 営

口 S

ロ 漢

＿后　で 該 ヨ ソ　　　　 ロ　　 ロ
審 査 済 み　　 審 査 した 機 関 未 審 査 （※2）　口

ヒ トゲ ノム ・遺 伝 子 解 析 研 究 に 関 す る 倫 理 指 針

遺 伝 子 治 療 等 臨 床研 究 に 関 す る 指 針

人 を 対 象 とす る医 学 系 研 究 に関 す る倫 理指 針 （※3）

厚 生 労 働 省 の 所 管 す る実 施 機 関 に お け る動 物 実 験

　とI

ロ

口
［］

口
□

□
ロ

等 の 実 施 に 関す る 基 本 指 針

そ の 他 、 該 当 す る倫 理 指 針 が あれ ば 記 入 す る こ と

（指 針 の 名 称 ：東京農工大学／（株〉ボゾ リサーチセ ンター

の動物 実験 に係る指針）

○　　 口 喜

一 ∠ゝ

東 京 農 工 大 学 ・受 託 機 関

単弄んでいる場合は 「審 査済

口

み」にチ ェッ
（※1）当該研究者が 当該研究 を実 施す るに 当た り遵守すべ き倫理指針 に関す る倫理委験 の審 査綱　 粥 ロ 、

クし一都若 しくは全部の審査が完了 して いない場合 は 「末審査」にチ ェックす ること。
その他（特記事項）

動物婁験につ↓ 株 ーが適切施

妥哀訴理由を記載することo（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や幡床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は

）ること を確認し

当該項目に記入すること。

蔦　　　 研 窮 活 動 に お け る 不 正 行 ・－へ の 対 応 に つ い て

3 ． 厚 生 剃 動分 野 の ヲも　 ー

研 究倫理教育 の受講状況

受諾 1　 末受講 ロ

旧　　　　 管

6 ．

当 研 究 機 関 にお け る C O I の管 理 に 関 す る規 定 の策 定

当研 究 機 関 に お け る C O I 委 員 会 設 置 の 有 無

当研 究 に係 る C O I に つ いて の報 告 ・審 査 の 有 無

当 研 究 に 係 る C O I に つ い て の 指 導 ・管 理 の 有 無

有 ■　 無 口 （無の場合はその理由 ：　　　　　　　　 ）

有 ○　 無 口 （無の場合 は委託 先機関 ：　　　　　　　 ）

有 ○　 無 口 （無の場合 はそ の理 由：　　　　　　　　 ）

有 口　 無 ○ （有の場合はその内容 ‥　　　　　　　　 ）



令和　2年 日81月5

機関名学校法人麻布獣医

所属研究機関長　職　名　理事長

氏　名

厚生労働大臣　殿

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

平成 31年度

日本国内壷
月 31日ま で所属）

4 ． 倫 理 審 査 の 状 況　　　　　　　　　　　　　　　　　 一　 誌 、′ ヾ ス揚 メゝ の み 記 入 （※1）

該 当 性 の 有 無

有 無

ロ の

口 の

□ 田

口 函

左 記 で 該 当 が あ 3 劾 口　　 R

審 査 済 み　　 審 査 し た 機 関 未 審 査 （※2）　□

ヒ トゲ ノ ム ・遺 伝 子 解 析 研 究 に 関 す る 倫 理 指 針

遺 伝 子 治 療 等 臨 床 研 究 に 関 す る 指 針

人 を 対 象 と す る 医 学 系 研 究 に 関 す る 倫 理 指 針 （※3）

厚 生 労 働 省 の 所 管 す る 実 施 機 関 に お け る 動 物 実 験

　一一＿ ．ヒi

i □

ロ
□

口
ロ

□
口

等 の 実 施 に 関 す る 基 本 指 針

器 慧 「 る 倫 理 指 針 が あ れ ば 記 入 す る こ ； 口 の

　　　辞 す べ き 倫 理 指 針 に 関 す

　 口

る倫 理 委 員 会

　　　　 ロ

の 審 査 が済 ん で い る場 合 は 、 「審 査 済 み 」 に チ ェ ッ
（※ 1） 当 該 研 究 者 が 当該 研 究 を実 施 す る ぱ た り遵 守 す へ ぎ イ　 目， 一・

ク し一 部 若 し くは 全 部 の 審 査 が 完 了 して い な い 場 合 は 、 「末 審 査 」 に チ ェ ッ クす る こ と。その他（特記事項）

孫汀嘉露語霧雨二両預由を記載すること0
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に鞭する場合は

当該項目に記入すること。

、、 ∠ゝ　 石　 活　 に お け る不 正 行 薫へ の 対 応 に つ い て

5 ． 厚 生 労働 力 野 の 肝

研 究倫理教 育の受講状況

受講 函　 未受講 口

6　 1　　 の 悠
日

当研 究 機 関 に お け る C O I の 管 理 に 関す る規 定 の 策 定

当研 究 機 関 に お け る C O I 委 員 会 設 置 の 有 無

当研 究 に係 る C O I に つ い て の 報 告 ・審 査 の 有 無

当研 究 に係 る C O I につ い て の 指 導 ・管理 の 有 無

有 田 無 口 （無の場合はその理 由：　　　　　　　　 ）

有 田 無 口 （無 の場合 は委託 先機 関 ：　　　　　　　 ）

有 函 無 口 （無 の場合 はその理 由 ：　　　　　　　 ）

有 □ 無 菌 （有の場合はその内容 ‥　　　　　　　　 ）

（留意事項） ・該当す るロ にチェ ックを入れ ること〇　・分担研 究者の所 属す る機関の長 も作成す るこ と。
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」

機関名　国立医薬品喰吊衛弼碗所

所属研究機関長職名所長　嵩叢話
当∵中

）氏　名 奥田

厚生労働大臣　殿

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名＿＿星生麺盛挙亜壁萱額迦金一食道旦宴会堕昼進連理壁室塞」一一一一一一一一一一一一一一一一一

2．研究課題名＿上麺適塾蛋一一一一一一一

3．研究者名（速星速星＿二越盆＿＿一衛生後生塑塾笠三宝一室墜一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

麻衣子 ワタナベ マイコ）

4 ． 倫 理 審 査 の 状 況　　　　　　　　　　　　　　　　 宝つつくさあ、 ミある場△のみ記入 （※1）

該当性 の有無

有 無

口 ○

ロ 音

ロ m

ロ ○

記で該掌間　　　 口　　 n
審査 済み　　 審査 した機 関 末審査 （※2）

口

ロ

ロ

ヒ トゲ ノム ・遺伝子解析研究 に関す る倫理指針

遺伝 子治療等臨床研 究に関す る指針

人 を対象 とする医学系研 究に関す る倫理指針 （※3）

厚生労働省の所管す る実施機 関におけ る動 物実験

ロ

□

ロ

［］
口

等 の実施 に関す る基本指針

その他 、該 当す る倫 理指 針が あれ ば記入す る こと

（指針の名称 ：　 ）

口 ○

針に関す

　 ロ

ブ倫理委員会

　　　　 ロ

の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すへぎ倫理指 一　 〇

クしこ部若しくは全部の審査が完了 していない場合は、「末審査」にチェックす ること。
その他（特記事項）

その理由

廃止前の「疫学研究に関するる倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に嘩拠する場合は当該項目に記入すること。

5 ．厚生労働分野の研 究活動における不正行為へ

研究倫理教育の受講状況

の対応について

受講1　 未受講 口

全姿

6 ． 利 益 日 昌

当研 究 機 関 にお け る C O I の管 理 に 関す る規 定 の 策 定

当研 究 機 関 にお け る C O I 委 員 会 設 置 の 有無

当研 究 に係 る C O I に つ い て の 報 告 ・審 査 の有 無

当研 究 に係 る C O I につ い て の指 導 ・管 理 の 有 無

有 ○ 無 口 （無の場合 はそ の理 由 ：　　　　　　　　 ）

有 漢 無 口 （無の場合 は委託先機軸　　　　　　　　 ）

有 賀 無 口 （無 の場 合はその軸 ；　　　　　　　 ）

有 口 無 音 （有の場合 融 の内容 ：　　　　　　　 ）

」／ヽ

（留意事項） ・該 当す る口にチ ェ ックを入れ る こと。

・分担研 究者の所属す る機 関の長 も作成す るこ と。


